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「
花
の
学
校
」
を
開
催
し
ま
す

お
し
ゃ
れ
な
寄
せ
植
え
プ
ラ
ン
タ
ー
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か

　

グ
リ
ー
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
山
口

先
生
を
迎
え
て
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
本
格

的
な
寄
せ
植
え
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
。
秋
晴
れ
の
空
の
下
で
、
寄
せ
植

え
プ
ラ
ン
タ
ー
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？

　

な
お
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
お

持
ち
帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時
／
11
月
５
日
a　

午
前
11
時
30

分
〜
午
後
０
時
30
分（
１
時
間
程
度
）

場
所
／
旭
ス
ポ
ー
ツ
の
森
公
園

講
師
／
山
口
ま
り
先
生
（「
花
を
楽

し
む
教
室
」
主
宰
。「
小
さ
な
グ
リ

ー
ン
イ
ン
テ
リ
ア
」
は
じ
め
著
書
多

数
）

対
象
／
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
保

護
者
と
、
作
業
の
で
き
る
お
子
さ
ん

１
組
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

募
集
人
数
／
30
組
（
先
着
順
）

申
し
込
み
方
法
／
住
所
（
市
外
の
方

は
市
内
勤
務
先
も
記
載
）、
保
護
者
・

お
子
さ
ん
の
氏
名
（
年
齢
）、
電
話

番
号
、
フ
ァ
ク
ス
番
号
を
記
入
し
、

は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
申
し
込
み
。

〈
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

〒
２
８
９̶

２
５
９
５

旭
市
二
の
１
９
２
０
番
地

都
市
整
備
課
街
路
公
園
班

　

1
62̶

５
３
５
４

　

6
62̶

５
３
９
５

　
　

gairo
@
city.asah

i.lg.jp

締
め
切
り
／
10
月
31
日
c

参
加
費
／
１
組
５
０
０
円　

※
当
日

集
め
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
の
毎
月
の
保
険
料
は
、

翌
月
末
ま
で
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が

あ
る
と
、
万
一
の
事
故
の
時
な
ど
に

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
ば
か
り

か
、
老
齢
基
礎
年
金
も
少
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
年
金
保
険
料
に
納

め
忘
れ
が
な
い
か
、
今
一
度
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
に
す
る
と
毎
月

預
金
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す

の
で
金
融
機
関
な
ど
へ
行
く
手
間
が

省
け
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
通
常
の
口
座
振
替
日
は
翌

月
末
で
す
が
、
当
月
末
振
替
に
し
た

場
合
、
月
々
50
円
（
平
成
18
年
度
）

が
割
り
引
か
れ
る
の
で
お
得
で
す
。

　

簡
単
で
便
利
な
口
座
振
替
は
、
金

融
機
関
や
郵
便
局
の
窓
口
、
社
会
保

険
事
務
所
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

〈
手
続
き
に
必
要
な
も
の
〉

・
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書

・
預
金
通
帳

・
預
金
通
帳
届
出
印

　

年
金
保
険
料
や
納
付
書
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
は
、
佐
原
社
会
保

険
事
務
所
（
1
０
４
７
８̶

55̶

１
６
６
１
）
へ
。

　

10
月
１
日
現
在
で
、
平
成
18
年
事

業
所
・
企
業
統
計
調
査
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
全
国
の
事
業
所
を
対
象
と

す
る
今
回
の
統
計
調
査
で
、
問
い
合

わ
せ
の
多
い
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

Ｑ
．
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
調
査
の

対
象
と
な
る
の
で
す
か
？

Ａ
．
商
店
や
工
場
、
営
業
所
、
事
業

所
、
銀
行
、
学
校
、
旅
館
、
学
習
塾
、

病
院
、
寺
院
な
ど
全
国
全
て
の
事

業
所
（
人
が
収
入
を
得
て
働
い
て

い
る
場
所
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
市
内
の
離
れ
た
場
所

に
本
店
、
支
店
等
が
あ
る
場
合
で

も
、
場
所
ご
と
に
対
象
を
と
ら
え

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
所
等

が
調
査
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
個
人
経
営
の
農
林
漁
業
家
お

よ
び
個
人
の
家
庭
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
家
政
婦
は
調
査
の
対
象
と
は

な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
．
調
査
結
果
は
ど
ん
な
こ
と
に
利

用
さ
れ
る
の
で
す
か
？

Ａ
．
結
果
で
得
ら
れ
た
事
業
所
数

や
従
業
者
数
は
、
国
か
ら
市
町
村

へ
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税
や
地

方
消
費
税
の
基
礎
資
料
と
し
て
使

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
や
地
方
公

共
団
体
の
行
政
施
策
へ
の
利
用
と

し
て
、
道
路
や
鉄
道
な
ど
の
整
備

に
関
す
る
交
通
計
画
策
定
の
基
礎

資
料
、
女
性
の
社
会
活
動
進
出
の

た
め
の
支
援
施
策
や
地
震
被
災
地

に
対
す
る
施
策
な
ど
に
使
わ
れ
ま

す
。

Ｑ
．
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
は
？

Ａ
．
行
政
機
関
等
が
保
有
す
る
個
人

情
報
の
取
り
扱
い
を
定
め
た
「
行

政
機
関
等
個
人
情
報
保
護
法
」
で

は
、
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用
の

制
限
や
、
秘
密
の
保
護
な
ど
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
統
計
調
査

に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
情
報
に
つ

い
て
は
こ
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
統
計
調
査
で
集
め
ら
れ
た
情

報
は
、
統
計
を
作
成
す
る
た
め
だ

け
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ほ

か
、「
行
政
機
関
等
個
人
情
報
保

護
法
」が
施
行
さ
れ
る
以
前
よ
り
、

「
統
計
法
」
に
よ
り
秘
密
の
保
護

に
つ
い
て
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

企
画
課
統
計
班

　

1
62̶

５
３
６
７

　

昨
年
の
花
の
学
校
か
ら

納
め
ま
し
ょ
う

事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す


